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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　閉鎖底端部、側壁及び開放端を有する円筒形容器と、
　前記容器内に配置された電極アセンブリ及び電解質と、
　前記開放端内に配置され、通気アセンブリ、カバー及びＰＴＣデバイスを有する端部ア
センブリと、
　前記容器と前記端部アセンブリとの間に同心円状に配置され、半径方向突起部を有する
環状ガスケットであって、前記半径方向突起部は：i）前記ガスケットの内周の少なくと
も一部分に沿って形成され、ii）半径方向面に沿って半径方向内側に延び、またiii）前
記半径方向面と交差する前記ガスケットの中央部分に沿った最内直径を定める、前記環状
ガスケットと、
を含み、
　前記最内直径は、前記容器の前記開放端の圧着端部が前記ガスケットの上に半径方向内
側に圧着されて形成される外径よりも小さく、
　前記カバーの一部分及び前記通気アセンブリの一部分は、前記半径方向突起部の両側で
前記ガスケットと圧縮シールを形成し、
　前記半径方向突起部は、前記ＰＴＣデバイスの軸方向高さと少なくとも等しい軸方向高
さを有し、かつ、
　前記半径方向突起部が前記ＰＴＣデバイスの周りに適合するように、前記ＰＴＣデバイ
スは、前記半径方向面において前記半径方向突起部の近くに位置合わせされ、前記最内直
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径に等しい直径を有し、かつ、
　前記ＰＴＣデバイスが作動時に膨張することを特徴とする電気化学セル。
【請求項２】
　前記ガスケットの断面は、前記圧着端部が圧着された後、Ｅ形状又はＦ形状を有するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項３】
　前記突起部の前記軸方向高さは前記ＰＴＣデバイスの前記軸方向高さより高いことを特
徴とする、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項４】
　前記半径方向突起部は前記ガスケットの内径の全てに沿って連続的に延びることを特徴
とする、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項５】
　前記通気アセンブリはロールバック・カバーを含むことを特徴とする、請求項１に記載
の電気化学セル。
【請求項６】
　前記ガスケットと前記ロールバック・カバーとの間の前記シールは、半径方向及び軸方
向の圧縮力を加えることを特徴とする、請求項５に記載の電気化学セル。
【請求項７】
　前記半径方向突起部は、前記カバーの一部分又は前記通気アセンブリの一部分を収容す
るための環状溝を含むことを特徴とする、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項８】
　前記環状溝は前記カバーの一部分を収容することを特徴とする、請求項７に記載の電気
化学セル。
【請求項９】
　前記通気アセンブリは、前記電極アセンブリと接触する接触部材及びホイル通気口を受
けるリテーナを含むことを特徴とする、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項１０】
　前記リテーナは、前記接触部材と前記ＰＴＣデバイスとの間の電気的接触を維持するこ
とを特徴とする、請求項９に記載の電気化学セル。
【請求項１１】
　前記容器は前記開放端の近くに環状ビードを含むことを特徴とする、請求項１に記載の
電気化学セル。
【請求項１２】
　前記ガスケットの断面は、前記圧着端部が圧着された後、Ｅ形状又はＦ形状を有するこ
とを特徴とする、請求項１１に記載の電気化学セル。
【請求項１３】
　前記環状ビード及び圧着された圧着端部は主軸方向圧縮をもたらし、前記ＰＴＣデバイ
スは前記主軸方向圧縮にさらされないことを特徴とする、請求項１１に記載の電気化学セ
ル。
【請求項１４】
　前記ガスケットは前記通気アセンブリの周りにインサート成形されることを特徴とする
、請求項１に記載の電気化学セル。
【請求項１５】
　閉鎖底端部、ビード付き側壁及び開放端を有する円筒形容器と、
　前記容器内に配置された電極アセンブリ及び電解質と、
　前記開放端内に配置され、通気アセンブリ、カバー及びＰＴＣデバイスを有する端部ア
センブリと、
　前記容器と前記端部アセンブリとの間に配置される環状ガスケットであって、突起部の
真上及び真下の前記環状ガスケットの部分に比べて小さい内径を定める一体形成される内
側半径方向突起部を有する前記環状ガスケットと、
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を含み、
　前記容器の前記開放端の圧着端部は前記環状ガスケット及び前記カバーの上に圧着され
て、主軸方向圧縮力を生成し、
　前記半径方向突起部の最内縁部は前記ＰＴＣデバイスの最外縁部に当接して、該ＰＴＣ
デバイスが、前記容器の前記開放端の圧着端部を前記端部アセンブリの部分の上に圧着す
ることにより発生する前記主軸方向圧縮力にさらされるのを防止し、かつ、
　前記ＰＴＣデバイスが作動時に膨張することを特徴とする電気化学セル。
【請求項１６】
　前記端部アセンブリは、前記通気アセンブリの一部分及び前記電極アセンブリと接触す
る接触部材の一部分を受けるリテーナをさらに含むことを特徴とする、請求項１５に記載
の電気化学セル。
【請求項１７】
　前記電極アセンブリと接触する接触部材はばねであることを特徴とする、請求項１５に
記載の電気化学セル。
【請求項１８】
　前記半径方向突起部は前記環状ガスケットの内径の全てに沿って連続的に延びることを
特徴とする、請求項１５に記載の電気化学セル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気化学セル用の閉鎖アセンブリに関する。より具体的には、一次リチウム
含有電気化学セルが開示される。このセルは、カバー、軸方向中央部分に沿って配置され
た棚部を有するシール・ガスケット、及び正温度係数（ＰＴＣ）デバイスを含む閉鎖アセ
ンブリを有し、ここで閉鎖部の構成は、ＰＴＣを主軸方向圧縮力から隔離する。予備成形
されたシール・アセンブリが、カバーの周りにガスケットをインサート成形することによ
って形成される。
【背景技術】
【０００２】
　電気化学的活性物質として、これに限定されるものではないがリチウム金属又は合金を
有するものを含む電気化学セルには、１つ又はそれ以上の正温度係数（「ｐｏｓｉｔｉｖ
ｅ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ｃｏｆｆｉｃｉｅｎｔ、ＰＴＣ」）安全デバイスが用いら
れることが多い。これらのデバイスは、特定の条件下で正常にセルを通って流れることが
できる電流を制限する。例えば、一次セルを再充電しようとすること、再充電可能セルを
不適切に充電すること、強制過剰放電、又はデバイス内でのセルの不適切な取り付けによ
る外部短絡の結果として、ＰＴＣデバイスを作動させるのに十分な過剰な熱が電気化学セ
ル内に発生することがある。
【０００３】
　通常、ＰＴＣデバイスは、ポリマー及び炭素のような導電性粒子を含んだ層を含む。Ｐ
ＴＣデバイスの温度が作動温度より高くなると、ポリマーが熱膨張してＰＴＣ内に分散し
た導電性粒子を電気的に切り離し、その結果ＰＴＣデバイスを通る電流が切断される。従
って、電気化学セルの設計には、ＰＴＣデバイスの熱膨張を考慮に入れる必要がある。
【０００４】
　ＡＡ及びＡＡＡサイズの電池のような円筒形電気化学セルは、缶（即ち、閉鎖底部を有
する円筒）及びカバーによって形成され、缶の直径より大きい缶全体の高さを有する。電
池の電気端子は、缶の底部及びカバー上に一体形成される。容器（即ち、缶とカバーの組
み合わせ）は、カバーと缶の開放端との間でガスケット又はシール部材を圧縮することに
よって密封される。気密シールを確実にするために、通常、缶の側壁をビード溶接し、次
いで缶の開放端の縁部をカバーの上に圧着することにより円筒の軸方向及び半径方向の両
方において圧縮力を保持する必要がある。多くの場合、ＰＴＣデバイスがカバーに接続さ
れる限り、この閉鎖部は、ＰＴＣの作動に悪影響を与える軸方向の圧縮力をＰＴＣデバイ
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スに及ぼすことがある。
【０００５】
　市販のリチウム・二硫化鉄セルに用いられる一般的な閉鎖部を図７に示す。電気化学セ
ル１は、カバー２と、セルの端子縁部に配置されたＰＴＣデバイス４とを含む。ガスケッ
ト６は、実質的に均一な形状の軸方向中央部分を有する。カバー２、ＰＴＣデバイス４及
び接触アセンブリ８（ロールバック・カバー及びばねの両方を含む）は、Ｃ形状ガスケッ
ト６の内部に保たれ、収容され、又は保持される。特に、セルを密封する際に缶３の端子
縁部を圧着するために軸方向の力を加える必要があり、そのため閉鎖操作自体の間ＰＴＣ
デバイス４が軸方向の圧縮力にさらされる。さらに圧着された端部が所定の位置に留まり
、弾性ガスケットが軸方向に圧縮されたままとなるので、電池の寿命全体を通して、ＰＴ
Ｃの作動（ＰＴＣの軸方向の膨張を必要とする）を軸方向に圧縮し続けることになる。
【０００６】
　ＰＴＣデバイスを望ましくない軸方向の圧縮から取り除き、それによりＰＴＣデバイス
が作動時に膨張するのを可能にするために、種々の手法が試みられてきた。その一つの手
法は、付加的な導電性部材、及び／又はばねのようなデバイスの使用を考えるものである
が、これはＰＴＣデバイスの実質的な再構成（及びサイズの縮小）を必要とする。ＰＴＣ
デバイスの作動点より低い温度で軟化するガスケット材料も使用されているが、これは最
良性能材料の使用を排除することがある。さらに別の手法は、ＰＴＣを容器の外部に配置
することであるが、これはＰＴＣを缶／カバーに取り付けるための手段を必要とし、ＰＴ
Ｃを損傷する可能性が大きくなる。
【０００７】
　特許文献１は、コイン電池内の金属封口板の周縁部の上にＣ形状ガスケットを一体にイ
ンサート成形する方法に関する。特許文献２は、円筒形電池カバー・プレートの周りに未
知の形状のガスケットをインサート成形することを説明する。特許文献２の幾つかの実施
形態において、ＰＴＣデバイスは、ビードと、端子カバーの１つ又はそれ以上に隣接した
、容器の開放端の圧着部分との間に配置されるが、この構成により、セルを密封する際、
ＰＴＣデバイスは軸方向の圧縮力を受ける。
【０００８】
　特許文献３は、正温度係数抵抗器を有する有機電解質電池について記載している。一実
施形態において、ＰＴＣ抵抗器は導電性環状部材上に支持されて、ＰＴＣ抵抗器が圧着域
から離れるように半径方向内側に離間配置される。第２の実施形態においては、ＰＴＣ抵
抗器は蓋の中央に配置され、支持部材によって密封部材に接続される。いずれの場合も、
これらの配置は、必然的にＰＴＣ抵抗器を付加的な導電性密封部材に溶接又は接着固定す
ることを必要とし、ＰＴＣ抵抗器は電池缶の内径よりも実質的に小さい直径を有する必要
があるので、ＰＴＣ抵抗器の表面積の大きさ及び全体的な有効性が制限される。
【０００９】
　特許文献４は、二次電池内に使用するための、一連の円盤状ばねに依存する安全デバイ
スに関する。電池ハウジングからの内圧がばねを変形させて外部端子と円盤状ばねの１つ
との間の電気的接続を切断する。特に、このデバイスは多くの可動部分を必要とし、セル
にかけられる電力需要（即ち、負荷）によって作動するのではなく、電解質の加熱に起因
するセル内部の内圧のみに依拠するものである。
【００１０】
　特許文献５及び特許文献６は、電池シール内に複数のガスケットを使用することを開示
している。これらのガスケットは一緒に働いてＰＴＣデバイスにかかる圧縮力を最小にす
る。前者においては、鉛板及びＰＴＣデバイスと共に、一連の入れ子式ガスケットが協働
する。後者においては、２つの分離したガスケットが設けられ、ＰＴＣデバイスに接触す
るガスケットがＰＴＣデバイスの作動温度より低い融点を有し、それによりＰＴＣデバイ
スが軟化したガスケット内で必要に応じて膨張できることが保証される。付加的な部品（
例えば、２つ又はそれ以上のガスケット）を含ませることにより、製造の複雑さ及びコス
トが増加する。
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【００１１】
　特許文献７は、両方ともＰＴＣデバイスの近傍に配置された金属発泡体の「衝撃吸収材
」及び別個の絶縁リングに依拠する電気化学セルを開示している。ここで、金属発泡体は
作動時にＰＴＣデバイスが膨張するのを可能にし、一方、絶縁リングは、セルが密封され
るときに部品間の適切な間隔を可能にするように、ＰＴＣデバイスよりも厚い。上記の特
許文献３と同様に、この構成は、より小さい直径のＰＴＣデバイスを使用することを必要
とする。
【００１２】
　最後に特許文献８では、セルの中心軸に沿ってＰＴＣデバイスを設けることが検討され
ている。ここで、ＰＴＣデバイスは、その全体の直径を制限することにより圧着力にさら
されることを回避するが、この制限された直径は、電極に接触する表面積の大きさを制限
することによってＰＴＣデバイスの有効性を減少させる。さらに、このＰＴＣデバイスの
中央の配置は、一般的な通気装置を含ませることを防止する。最後に、参考文献に言及さ
れているように、この構成の幾つかの実施形態により、ＰＴＣデバイスが、セル・ハウジ
ング内に含まれる有機電解質に接触することが可能になる。このような場合、ＰＴＣデバ
イスは有機溶媒と反応するか又はこれに溶解してはならず、従って、化学的適合性の点で
重大な技術的課題が提起される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第６，０９０，３２２号明細書
【特許文献２】米国特許第６，２７４，２６７号明細書
【特許文献３】米国特許第５，３７６，４６７号明細書
【特許文献４】米国特許第５，７６６，７９０号明細書
【特許文献５】米国特許第６，５３１，２４２号明細書
【特許文献６】特開平０５－１５１９４４号公報
【特許文献７】米国特許第６，６２０，５４４号明細書
【特許文献８】特開平１０－１６２８０５号公報
【特許文献９】米国特許公開第２００５／００７９４０４号公報
【特許文献１０】米国特許公開第２００５／００７９４１３号公報
【特許文献１１】米国特許公開第２００５／０２４４７０６号公報
【特許文献１２】米国特許公開第２００６／０２２８６２０号公報
【特許文献１３】米国特許公開第２００８／０２１３６５１号公報
【特許文献１４】米国特許第６，８４９，３６０号明細書
【特許文献１５】米国特許第５，２９０，４１４号明細書
【特許文献１６】米国特許公開第２００５／０１１２４６２号公報
【特許文献１７】米国特許公開第２００８／００２６２８８号公報
【特許文献１８】米国特許公開第２００８／００２６２９３号公報
【発明の概要】
【００１４】
　上記のことを考慮して、本発明は特に、所望の温度（典型的には酷使条件下で生じる）
において内部を流れる電流を制限する能力を有するＰＴＣデバイスを有し、同時にＰＴＣ
デバイスが作動する能力を制限せず、その表面積又は形を実質的に減少させない、リチウ
ム電気化学セル設計を検討する。さらにこのセル設計は、ＰＴＣデバイスの作動前及び作
動後のいずれにおいても、長時間にわたって、かつ、ＰＴＣデバイスを電解質の有機溶媒
に直接さらすことなく、信頼度の高い圧縮密封力を維持する。
【００１５】
　本発明におけるＰＴＣデバイスは、典型的には８５℃から１７５℃までの間の温度で電
流を制限する相変化を起こす。最終的には、ＰＴＣの好ましい作動温度は、設計、並びに
他のセル材料（例えば、ガスケットのポリマー）の融点及び／又はセルが気体を放出でき
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る温度によって決められることになる。上述のように、電池の電気経路（即ち、電極と端
子の間）内に配置されるＰＴＣの表面積を最大にしてＰＴＣの最も効率的な使用を確実に
する必要がある。
【００１６】
　セル設計は、電池容器の開放端に付けられた閉鎖アセンブリを含む。この閉鎖アセンブ
リはＰＴＣを含み、電解質蒸気の通過に対する効果的な障壁を形成し、電池が過電流又は
過剰温度のような酷使条件を受けるときに破裂しないことを保証する。閉鎖アセンブリの
設計は、主に密封ガスケット内に半径方向及び軸方向の力を及ぼして電解質の脱出及び水
蒸気の侵入を防ぐが、端部アセンブリ内に存在するＰＴＣデバイスは、通気機構を妨げる
ことなく主軸方向圧縮力から部分的に又は完全に遮断される。特に、ガスケットは、電気
的に絶縁性であり、電解質による化学的劣化に対して耐性があり、低温フローに対して不
浸透性であるか又は長時間にわたりその構造的及び機械的な完全性を失いにくい材料から
作製する必要がある。インサート成形を用いて、ガスケットを直接に別の構成要素、例え
ば、容器又は閉鎖アセンブリに、又はより具体的にはカバー若しくは閉鎖アセンブリのロ
ールバック・カバーに一体化することができる。
【００１７】
　密封ガスケットの断面形状を変更することにより、電池の製造中にも、その後の貯蔵／
使用中にも電池を効果的に密封するのに必要な圧縮力からＰＴＣデバイスが引き離される
。この構成は、ＰＴＣデバイスが、ｉ）製造中の損傷を避け、ｉｉ）作動中に膨張し、ｉ
ｉｉ）電池の内部電極と電池ハウジングの外部端子との間の電気的接続の表面積を最大に
することにより、電気抵抗を減らすことを可能にする。
【００１８】
　具体的には、閉鎖アセンブリが形成されて２つの軸方向圧縮区域：即ち、一次区域及び
二次区域（即ち、それぞれについて言えば、軸方向圧縮がかかる圧着部の下の区域、及び
最小の圧縮がかかるガスケットの第２の壁に同心円状に隣接する区域）が形成される。一
次区域は、セルの閉鎖シールの保持する役割を果たし、圧着部、即ち容器の側壁内に作製
される環状ビードと共に機能する圧着部による影響を受け得る。二次区域は、一次区域よ
り小さい圧縮力を有する。このように、ＰＴＣデバイスは、閉鎖アセンブリの他のそれぞ
れの部分よりも小さい軸方向圧縮勅にさらされ、従ってＰＴＣデバイスの損傷が回避され
、また制約なしにＰＴＣデバイスを作動させることも可能になる。特に、ガスケット材料
は、これらの高圧縮及び低圧縮区域の形成を可能にするのに十分な剛性を有する必要があ
り、二重壁ガスケットのために単一の射出成形熱可塑性材料を使用することは、材料適合
性及び関連した問題を回避しながら、部品の大量生産を可能にするので有利である。
【００１９】
　一実施形態において、環状シール部材（即ち、密封ガスケット）は、Ｅ形状の断面を有
する（最終的な閉鎖セルにおいて）が、ガスケットの元の断面形状は、Ｆ形状に類似した
ものとすることができ、そこで、開放端の圧着がガスケットの端子フランジを半径方向に
部分的に又は完全に圧縮する。どの場合にも、環状ガスケットの軸方向内側側壁に沿って
配向された半径方向突起部は、ＰＴＣデバイスの周りに同心円状に適合するように構成さ
れる。ガスケットはまた、環の内径の上部端子及び下部端子において半径方向内側に突出
する上部フランジ及び下部フランジも有することができる。突起部は、ＰＴＣデバイスと
比べて（容器の軸に沿って測定された）高さがより高い。突起部、及びより一般的にはガ
スケット全体は、ＰＴＣデバイスの作動温度でその剛性を維持する材料から構成されるの
で、セルの製造中もその後の作動中も、突起部は、ＰＴＣデバイスを望ましくない主軸方
向圧縮力から遮断するのを助ける。突起部はまた、ＰＴＣデバイスと関連した端部アセン
ブリの他の構造部がガスケットに受けられることも可能にし、それによりアセンブリと、
ガスケットと、容器との間により良好な半径方向及び軸方向のシールが与えられる。複数
の突起部を設けることもできる。付加的に又は代替的に、上部及び下部フランジは、内側
突起部を有するように具体的に成形される必要はなく、代わりに、セル自体の閉鎖プロセ
ス（例えば、圧着）によって形成することができる。
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【００２０】
　最終的に、以下の説明及び特許請求の範囲を参照することによって、本発明の種々の特
徴及び実施形態を含む完全な説明を見出すことができる。
【００２１】
　本発明の詳細な説明を添付の図面と共に読むことによって、本発明がより良く理解され
、他の特徴及び利点が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】複数の軸方向圧縮区域と共に、ガスケットと、ボール通気口を含む端部アセンブ
リとを有する、本発明の一実施形態の断面図である。
【図２】図１のさらに別の実施形態の断面図である。
【図３】ガスケットと、ホイル通気口、複数の軸方向圧縮区域を含む閉鎖アセンブリとを
有する、本発明の一実施形態の断面図である。
【図４】鋳造通気機構と、複数の軸方向圧縮区域を有するガスケットとを有する閉鎖アセ
ンブリを示す、本発明の一実施形態の断面図である。
【図５】図３又は図４のさらに別の実施形態の断面図である。
【図６】図１のさらに別の実施形態の断面図である。
【図７】従来技術の閉鎖アセンブリの断面図である。
【図８】図１～図６に示す実施形態のいずれかに適用することができる、軸方向の圧縮力
及びガスケットの種々の直径を示す、本発明の一実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書の全体を通して用いられる「電気化学セル」という用語には広い意味が与えら
れ、正電極、負電極、セパレータ及び電解質を有し、電流を生成することができる任意の
システムを含むが、本発明は非水電解質を用いるシステムに最もよく適用できる。円筒形
容器は、少なくとも１つの開放端を有し、軸方向の高さが直径より大きい任意の管状容器
である。ガスケットとの関連において、「突起部」又は「突出部」は、ガスケットの軸方
向側壁から半径方向内側に突出する水平方向に配向された構造部であり、従って、突起部
は、ガスケットの上部又は下部に配向されたフランジとは構造的及び機能的に異なる（フ
ランジが半径方向に又はむしろ軸方向に圧着又は配置されるかどうかに関係なく）。
【００２４】
　本発明は、好ましくは電気化学的活性物質としてリチウム又はリチウム合金、及び非水
電解質を含み、セルの内圧が所定の圧力又はそれ以上のときに通気することができる圧力
解放通気部材を含む端部アセンブリによって密封された開放端を有する円筒形容器を含む
セル閉鎖アセンブリを有する、電気化学セルに関する。本発明は、図面を参照してより良
く理解され、ここで図１は本発明の円筒形電気化学セル１０の一実施形態を示す。セル１
０は、一次ＦＲ６型円筒形Ｌｉ／ＦｅＳ2セルである。しかしながら、本発明は他のセル
の型、材料及び構成にも適用できることを理解すべきである。
【００２５】
　セル１０は、閉鎖底部と、閉鎖アセンブリが取り付けられる開放上端部とを有する缶の
形態の容器１４を含むハウジング１２を有する。円筒形セルと関連した機械的強度、閉鎖
／密封要件及び内部セル設計は、特に円筒形状が優れたフープ強度を有する限り、コイン
又はボタン型セルのものとは著しく異なり、またコイン及びボタン型セル内で一般的に起
きる軸方向の膨張を起こさない。
【００２６】
　容器１４の開放上端部は、開放上端部と協働する端部アセンブリ３０によって閉鎖され
る。容器１４は、該容器の上端部近くに周方向の内側突出部又はビード１６を有し、これ
が端部アセンブリの一部分を支持する。ビード１６は一般に、容器１４の上部と下部を分
離すると考えられる。容器１４及び端部アセンブリ３０を含む閉鎖アセンブリは、容器１
４の上部内に嵌合し、電極アセンブリ６０を容器１４の下部内に密封する。ここに示され
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る電極アセンブリ６０は、螺旋状に一緒に巻かれたアノード即ち負電極６２、カソード即
ち正電極６４、及びセパレータ６６を含む「ゼリーロール構成」である。１層又は複数層
のセパレータ６６を用いて、イオン伝導を可能にし、電極６２、６４の間の直接の電気的
接触を防止する。電解質も容器１４の内部に配置される。
【００２７】
　容器１４は、閉鎖アセンブリに関する本教示に従うならば、例えば、角柱型容器及び矩
形型容器などの開口容器のための幾つかの幾何学的形状の一つとすることができる。開口
円筒形セルを密封することは、密封するのに必要な半径方向及び軸方向の力に関する課題
を提示するので、蒸気の透過を最小するように容器１４と協働する端部アセンブリ３０は
、円筒形容器に対して特別な適用性を有すると期待される。
【００２８】
　容器１４は、一体型の閉鎖底部を有する金属缶であることが好ましい。しかしながら、
幾つかの実施形態において、初めに両端が開いた金属管を用いることができる。一実施形
態における容器１４は、容器の露出表面を腐食から保護し又は望ましい外観をもたらすよ
うに、随意的に、例えば少なくとも外側をニッケルでめっきした鋼である。例えば、缶は
冷延鋼板（ＣＲＳ）製とすることができ、少なくとも外側をニッケルでめっきして缶の外
側を腐食から保護することができる。典型的には、本発明によるＣＲＳ容器は、ＦＲ６セ
ルについては約７ミルから１０ミルまで、ＦＲ０３セルについては６ミルから９ミルまで
の壁厚を有することができる。めっきの種類を変えて様々な耐蝕度をもたらし、接触抵抗
を改善し、又は所望の外観をもたらすことができる。鋼の種類は、部分的には、容器を形
成する方法によって決まる。延伸缶の場合、鋼は、ＡＳＴＭ９から１１までの粒度、及び
等軸性から僅かに細長い粒形状を有する、拡散焼なまし型の低炭素アルミニウム・キルド
鋼ＳＡＥ１００６又は同等の鋼とすることができる。他の金属を用いて、当技術分野にお
いて周知の特別の必要性を満たすこともでき、例えば、セルの開回路電圧が約３ボルトよ
り大きい又は約３ボルトとなるように設計される場合、或いはセルが再充電可能である場
合には、比較的大きな耐食性をもたらすように、ステンレス鋼を用いることができる。代
替的な容器材料の例としては、これらに限定されるものではないが、ステンレス鋼、ニッ
ケルめっきステンレス鋼、ニッケル被覆ステンレス鋼、アルミニウム及びその合金が挙げ
られる。
【００２９】
　図１及び図２に特に示すように、ビード１６は、好ましくは円筒形容器の周りに周方向
に延びる内側突出部である。ビード１６は上部壁１８と、下部壁２０と、上部壁１８を下
部壁２０につなぐ遷移部材２２とを有する。上部壁１８は、セルの半径方向中心に向かっ
て上向きに傾斜させることができる。ビード１６は、上部壁１８と容器１４の圧着端部２
４との間に所望の軸方向圧縮をもたらす。最終的に、ビード１６は、容器１４と端部アセ
ンブリ３０を密封する際及び密封した後に軸方向閉鎖力を生成し保持するのを助けるため
に設けられる。ビードに関するさらなる詳細は、引用により本明細書に組み入れられる２
００８年６月１１日出願の米国特許出願第１２／１３６，９１０号（米国出願公開番号は
未定）に見出すことができる。
【００３０】
　端部アセンブリ３０は、容器１４の上部内に配置され、セルの端子の一つとして機能す
る導電性接触を有する端子カバー３２と、セルを通って流れる電流を制限又は遮断するＰ
ＴＣデバイス３４と、破裂可能な圧力解放通気機構３６と、ガスケット又はシール部材４
０と、図１の構成に示される開口部を定める溶接リード線又はばねのような接触部材５０
とを含む。電気絶縁ポリマー・ガスケット４０を容器１４と端部アセンブリ３０の構成要
素との間に配置して、端部アセンブリ３０が容器１４とは異なる極性を有するようにする
ことができる。
【００３１】
　ＰＴＣデバイス３４は、接触端子カバー３２と電極アセンブリ６０の正電極６４との間
の電気路内に配置される。従って、ＰＴＣデバイスが酷使条件によって作動されるとき、
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電極アセンブリ６０から端子カバー３２に流れる電流は、完全に除去されないとしても、
厳しく制限される。このようにして、ＰＴＣは、例えば、セルが、セルの外部短絡、酷使
充電、逆向き取り付け、又は強制放電などに起因する過電流及び/又は過熱条件などの酷
使条件にさらされるとき、セル１０を損傷又は分解から保護する。導電性接触端子３２は
、容器１４の端部の上に突出し、容器１４の圧着端部２４によって所定の位置に内側に保
持され、それらの間に絶縁ガスケット４０が配置されることが好ましい。上述のように、
圧着端部２４は軸方向の閉鎖力を及ぼす。この圧着はセル１０の閉鎖操作中に行われる。
即ち、容器１４は所定の位置に嵌め込まれた端部アセンブリ３０とビード接続され、それ
により端部２４が圧着されて上述のような軸方向圧縮を生成する。
【００３２】
　電気化学セル、及び特にリチウム又はリチウムベースの合金を含むものは、内部又は外
部短絡、意図しない充電、不良若しくは不完全設計デバイスなどに起因する酷使条件（例
えば、高温、過電流など）にさらされることがある。従って、ＰＴＣデバイス３４は、セ
ル１０内の重要な安全要素である。ＰＴＣデバイス３４は、温度上昇と共にデバイスの電
気抵抗が増大する正温度係数挙動を示すリセット可能なデバイスである。
【００３３】
　好ましい一実施形態において、ＰＴＣデバイス３４は、導電性粒子を内部に分散させた
ポリマーを含む。具体的には、ＰＴＣデバイス３４は、ポリエチレン及び炭素のような導
電性粒子を含む。導電性金属、例えばニッケルのような他の種類の粒子を用いることもで
きる。大部分のＰＴＣについての８５℃～１７０℃の典型的な動作温度範囲、及び約８５
℃から１２５℃まで（大部分の消費者用電気化学セルの望ましい最大動作温度と一致する
）の間のより好ましい温度より低温で、ＰＴＣ内の導電性分散粒子は、ポリマーを通る比
較的低抵抗の電気路を形成する。一般的な温度範囲の下端は、約８５℃の温度で機能する
セルに対する要求によって決められる。一般的温度範囲の上端は、シール材料及び電気化
学的活性材料などのセル構成要素の融点によって決められる。ＰＴＣデバイスが作動する
機能は、ＰＴＣの圧縮、及びＰＴＣデバイスの密度を含む他の要因によって決まる。
【００３４】
　ＰＴＣデバイス３４の温度が切替え温度（本明細書ではデバイスの「作動」とも言う）
より高くなる場合又はとき、ポリマーが相変化する。この相変化はポリマーの体積を増大
させて大部分の分散導電性粒子を分離し、低抵抗電気路を遮断してＰＴＣデバイスの抵抗
を劇的に増大させる。抵抗が増大すると、ＰＴＣデバイスを通って流れることができる電
流量が減少する。ＰＴＣデバイスの温度が動作範囲まで下がると、ポリマーは再結晶して
導電性粒子が互いにより接近し、ＰＴＣデバイスの低抵抗状態を回復させる。
【００３５】
　円筒形電気化学セル用の好ましいＰＴＣデバイス３４は、流体が内部を通過できる中央
開口部を有する環の形状になる。特に、開口部は通気機構を収容し、密封容器内に爆発的
圧力が蓄積されないことを保証する。しかしながら、電気路を形成するＰＴＣの表面積量
を最大にして、セル自体に対するＰＴＣの抵抗効果の最小化を助長する必要がある。従っ
て、好ましいＰＴＣデバイスは、容器により許容される最大直径に相対的に近い直径を有
すると同時に、中央開口部は最小化される。適当なＰＴＣデバイスは、多くの供給元から
市販されている。適切なＰＴＣデバイスは、米国カリフォルニア州リバーサイド所在のＢ
ｏｕｒｎｓ社、及び米国カリフォルニア州メンロパーク所在のＴｙｃｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏ
ｎｉｃｓ社によって販売されている。
【００３６】
　ＰＴＣデバイスは、セルの内部抵抗を付加する。典型的には、この付加抵抗はＡＡフォ
ームファクタにおいて約３６ｍΩを超えてはならず、現在ＡＡフォームファクタにおいて
約１８ｍΩの低抵抗デバイスが入手できるようになっている。最適には、デバイスは、電
圧を直流１５Ｖまで及び電流を２０Ａまでに制限する。ＰＴＣの直径は、以下により詳細
に説明されるような端部アセンブリの直径に対応すべきである。通気孔は、通気機構と協
働するサイズにする必要があり、２．５ミリメートルから５．５ミリメートルまでの間の
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直径が適切である。ＰＴＣデバイスの厚さ（又は以下に用いられる「軸方向高さ」）は、
端部アセンブリ３０内の要素の正確な構成に応じて、約０．２５ミリメートルから０．５
０ミリメートルまで（１ミルから２ミルまで）、より好ましくは０．３０ミリメートルか
ら０．３５ミリメートルまでの範囲にする必要がある。
【００３７】
　端部アセンブリ３０内にＰＴＣデバイス３４を保持することに関連する問題は、容器１
４と端部アセンブリ３０との間にシールを保持してセル電解質の漏出を防がなければなら
ないことである。シールは典型的には、一般には容器１４と端部アセンブリ３０との間に
セルの軸方向及び半径方向の両方に圧縮シールを形成することにより、圧力を用いて形成
されるので、ＰＴＣデバイス３４は、高信頼性シールが形成されるのを確実にするのに必
要な圧縮力を受けることがある。しかしながら、端部アセンブリ３０及び容器による、よ
り具体的には、圧着端部２４の軸方向圧縮効果、ガスケット４０の剛性及びビード１６の
上部壁１８の組み合わせによるＰＴＣデバイス３４の圧縮は膨張を制限し、その結果その
性能に影響する。従って、本発明の課題は、端部アセンブリ内にＰＴＣデバイスを設ける
こと、ＰＴＣデバイスを電解質との接触（ＰＴＣデバイスの作動に影響を与える）、セル
外部の周囲環境及び外部との物理的接触から隔離すること（活性部分の周りの短絡を防ぐ
ために）、並びに、ＰＴＣをセル内部の所望の位置に保持しながらＰＴＣデバイスの圧縮
を最小にして作動時の所望の膨張（従って、ＰＴＣデバイスの最終的な所望の性能）を可
能にすることである。上述した参考文献によって示唆されるような剛性の低いポリマー材
料の使用は、ガスケットの好ましくないコールドフロー、電解質の漏出、及び端部アセン
ブリ３０の一般に許容できない密封性能をもたらし得る。さらに、ガスケットの材料は、
本明細書で説明する基準を満たすための十分な剛性を有する必要がある。
【００３８】
　ＰＴＣデバイス３４が所望の膨張を実現できるようにするために、ＰＴＣデバイス３４
は、これを主軸方向圧縮力から引き離すように、端部アセンブリ３０内に配置される。主
軸方向圧縮力という用語は、本明細書では、端部アセンブリ３０を密封する際に、円筒形
容器の軸に沿って及ぼされる最高又は最大の軸方向圧力、並びに結果として得られる密封
セル内に保持される圧縮力として定義される。例えば、図８は、線Ａ－Ａを通って延びる
軸線に加わる主軸方向圧縮力を示し、軸方向圧縮区域は、ビード１６の上部壁１８及び容
器１４の圧着端部２４によって境界付けられるが、及ぼされる力の正確な量は、部分的に
、容器の材料、圧着条件、及びガスケット材料の剛性によって決まる。しかしながら、よ
り小さい（又は、本明細書で用いられる「副（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ）」）軸方向の圧縮が
、端部アセンブリの構成要素の全体を通して依然として及ぼされることが理解されるであ
ろう。この力の量は、主圧縮区域より少なくなるので、ＰＴＣデバイスの作動が可能にな
る。
【００３９】
　前述のように、ＰＴＣデバイス３４は環状構成を有し、ＰＴＣデバイス３４の外径又は
外周は、端部アセンブリ３０の異なる構成要素が収容されるキャビティ８２により上部及
び下部が境界付けられた、１つ又はそれ以上の別個の軸方向に延びる壁部分又は突出部４
６内に同心円状に配置され、それらの全てを以下により詳細に説明する。このようにして
、ＰＴＣは、セル閉鎖アセンブリにかかる主軸方向圧縮力から半径方向内部に配置され、
かつ、副軸方向圧縮の区域内にある。この区域は、端子カバー３２の部分によって境界付
けられ、圧着端部２４、ＰＴＣデバイス３４及び通気機構３６に対して半径方向に同心の
構成要素を含む。
【００４０】
　ＰＴＣデバイス３４に加わる軸方向圧力を減少させるための好ましい構成は、ｉ）非導
電性であり反対極性の所望のセル構成要素を絶縁し、ｉｉ）密封閉鎖アセンブリの形成を
助けるのに確実に圧縮可能であるがコールドフロー又は他の好ましくない変形に対して耐
性のあるプラスチックから形成された、ガスケット４０を含む。ガスケット４０を成形す
るのに用いる熱可塑性プラスチックはまた、ＰＴＣデバイス３４の作動温度にさらされた
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ときでさえも、十分な剛性を保持する必要がある。ガスケット４０は、軸方向長さに沿っ
て実質的に垂直な（即ち、水平方向の）面に配向された、１つ又はそれ以上の内向きの半
径方向突起部４６を有する中空の円筒又は環として形成される。好ましい実施形態におい
て、突起部は、ガスケットの内径の周りに連続的に形成され、その結果突起部の真上及び
真下のガスケットの軸方向領域と比べて突起部の内径が小さくなる。
【００４１】
　図８を参照すると、ガスケット４０の各部分の特定の直径をより詳細に定めることがで
きる。上部フランジ４３及び下部フランジ４９が、軸方向の内側側壁部分４１、４４を含
むことができるガスケット４０の軸方向側壁から半径方向内側に延びる。突起部４６と協
働して、壁部分４１、４４は、端部アセンブリの部分を受けて軸方向及び半径方向の圧縮
シールを形成することができるキャビティ８２（図１及び図６に示される）を定める。ガ
スケット４０の軸方向外側側壁４２は容器１４と協働して圧縮シールを完成させ、好まし
くは一定の直径を有するように外側側壁を定める。従って、ガスケットの軸方向内側側壁
は、線１Ｒ－１Ｒ、２Ｒ－２Ｒ、３Ｒ－３Ｒ、４Ｒ－４Ｒ及び５Ｒ－５Ｒにより示される
ような５つの別個の直径を含むことができる。ＰＴＣを主軸方向圧縮から保護するために
、直径３Ｒ－３Ｒは、２Ｒ－２Ｒ及び４Ｒ－４Ｒのものより小さくなければならない。２
Ｒ－２Ｒは、４Ｒ－４Ｒとおおよそ等しいことが好ましい。フランジ４３の圧着のために
、直径１Ｒ－１Ｒは、２Ｒ－２Ｒのものより小さくなる。ガスケット４０がビード１６内
に据え付けられる範囲で、フランジ４９により定められる直径５Ｒ－５Ｒは、４Ｒ－４Ｒ
のものより小さくなる。このようにして、ガスケット４０の好ましい実施形態は、断面で
見たときにＥ形状を有する。ビード１６及び/又はフランジ４９が提供されない場合、ガ
スケットは代わりに断面で見たときにＦ形状をとることができ、フランジ４３がない及び
/又は圧着が壁部分４１の内径を超えて延びていない場合、突起部４６は、実質的に直径
減少部分のみとすることができる。
【００４２】
　図１は、ビード１６の上部壁１８と容器１４の圧着端部２４との間に配置されたセル構
成要素の積層体を示す。ＰＴＣデバイス３４は、界面８５において突起部４６に当接する
セル内の位置によって、副軸方向圧縮の区域（即ち、主軸方向圧縮力より小さい圧縮の領
域）の突起部４４６内に同心円状に配向されたままである。図示のように、より少ない軸
方向圧縮力が、ＰＴＣデバイス３４の全長に沿って加えられる。
【００４３】
　上述のように、キャビティ８２は、突起部４６、及び内側側壁部分壁４１、４４によっ
て定められる。各キャビティの半径方向深さは、キャビティ内に配置された端部アセンブ
リ構成要素が、閉鎖アセンブリに加えられた主軸方向圧縮力を受けるのに十分なものであ
る。一実施形態において、シール部材の内面４４は、キャビティ８２内に端子カバー３２
を受ける。端子カバー３２は、突起部４６により形成された座部４５上に載っている。座
部はさらに、端子カバーを受け、これと協働する環状溝８６（図２に示される）をさらに
含むことができる。同じく図２に示されるように、端子カバー３２の周縁部３５は、溝８
６に嵌合されるように及び/又は半径方向圧縮力を壁部分４４により良好に加えるように
適合される。同様に、通気機構３６は、側壁部分４１において下部キャビティ８２に嵌合
し、これにより端部アセンブリ３０が露出された縁部の全ての上の突起部４６を囲むよう
になる。ここで再び、通気機構３６は、「ロールバック」部分７９で終端する内側カバー
７２を含むことができる。存在する場合、フランジ４９は、座部４７を形成することがで
きる。座部４７はまた。通気口３６と、より特定的にはロールバック・カバー７９と協働
して、端部アセンブリ３０とガスケット４０との間の嵌合をより良好に完成させる、環状
溝８６を有することもできる。
【００４４】
　特に、突起部４６は、ＰＴＣデバイス３４の軸方向高さに少なくとも合致する軸方向高
さを有する。突起部４６の軸方向高さがＰＴＣ３４のものを上回る場合、主軸方向圧縮の
軽減を実現することができる。さらに。ＰＴＣデバイス３４は、ＰＴＣのサイズ／表面積



(12) JP 5771155 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

を最大にするために、界面８５において内径に沿って突起部４６に当接する必要がある。
【００４５】
　電極アセンブリ６０により生成される電流は、次の好ましい経路：即ち、電極アセンブ
リ６０（正電極又は負電極）、接触部材５０（ばねの形態で設けられた図１の）、導電性
内側通気カバー７２、ＰＴＣ３４、及び端子カバー３２に出る経路により端部アセンブリ
３０を通って流れる。この構成において、セルからの電流の流れをＰＴＣ３４の作動によ
り停止することができ、上述した条件によりトリガすることができる。
【００４６】
　図１の説明を考慮して、主軸方向圧縮力は、セル内の位置のために、容器１４の圧着端
部２４、シール部材４０、端子カバー３２、突起部４６、通気部材３６、及びビード１６
の上部壁１８を含む閉鎖アセンブリの構成要素の積層体に加えられ、ＰＴＣデバイス３４
は、その位置のために、主軸方向圧縮力を受けない。従って、シール部材４０は、閉鎖ア
センブリの構成要素、即ち、容器１４とシール部材４０を含む端部アセンブリ３０との間
に、複数の半径方向及び軸方向圧縮領域、主軸方向及び副軸方向両方の圧縮領域をもたら
す。この設計は、セルから電解質蒸気がセルから抜ける能力及びセル内への水分が侵入す
る能力を低減させ、さらにＰＴＣデバイス３４を閉鎖アセンブリの主軸方向圧縮力から隔
離するように適合される。
【００４７】
　シール部材４０は、閉鎖アセンブリの他のセル構成要素と共に圧縮シールを形成するこ
とができ、また、例えばセル内への水の侵入及び電気化学セルからの電解質の損失を最小
にするように低い蒸気透過速度も有する、材料組成物から作製される。シール部材４０は
、例えば、その組成が部分的に、電極アセンブリの構成要素、即ち、負電極、正電極、及
び電気化学セル１０に用いられる非水電解質のような電解質との化学的適合性のような要
因に基づいている、熱可塑性ポリマーなどのポリマー組成物を含むことができる。シール
部材は、所望の密封及び絶縁特性をもたらす任意の適切な材料から作製される。シール部
材の材料は、ＰＴＣデバイスの剛性よりも大きい十分な剛性を維持する必要がある（即ち
、セルの閉鎖時に、ガスケット材料は、ＰＴＣデバイスを主軸方向圧縮から遮断できない
ほど可撓性であってはならない）。適切な材料の例としては、これらに限定されるもので
はないが、ポリエチレン、ポリプロピレン、プロフェニレンスルフィド、四フッ化ペルフ
ルオロアルキルビニルエーテル・コポリマー、ポリブチレンテレフタラート、エチレンテ
トラフルオロエチレン、ポリフタルアミド、又はこれらの任意の組み合わせが挙げられる
。優れた剛性のために、好ましいガスケット材料は、ポリフタルアミド（例えば、米国ジ
ョージア州アルファレッタ所在のＳｏｌｖａｙ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ社
からのＡｍｏｄｅｌ（登録商標）ＥＴ　１００１　Ｌ）又は場合によっては、ポリフェニ
レンスルフィド（例えば、米国テキサス州シャイナー所在のＢｏｅｄｅｋｅｒ　Ｐｌａｓ
ｔｉｃｓ，Ｉｎｃ．，社からのＴＥＣＨＴＲＯＮ（登録商標）ＰＰＳ）であり、これら両
方とも、引用により本明細書に組み入れられる特許文献７及び特許文献８に記載されてい
る。シール部材組成物には、随意的に、無機充填材及び／又は有機化合物などの補強充填
材を含めることができる。
【００４８】
　シール部材４０を密封剤で被覆して、密封特性をさらに高めることができる。エチレン
プロピレンジエン・ターポリマー（ＥＰＤＭ）が適切な密封剤であるが、他の材料を用い
ることもできる。
【００４９】
　導電性端子カバー３２に１つ又はそれ以上の通気孔３３を設けて、通気機構３６が破損
した場合に流体の放出を可能にすることができる。端子カバー３２は、容器に対して適切
であると識別されたものと同じ又は類似の材料、例えば、ニッケルめっきした冷延鋼板（
めっき前又はめっき後）、ニッケルめっきしたステンレス鋼、又はニッケル合金などから
作製することができる。一実施形態においては、ニッケルめっきしたステンレスが好まし
い。最終的には、端子カバーは、周囲環境中の水による腐食に対して優れた耐性を有し、
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優れた導電性を有する導電部分を含み、消費者用電池が見えるときに魅力的な外観を有す
ることが必要である。端子カバーの導電性部分は、多くの場合、ニッケルめっきした冷延
鋼板又はカバーが形成された後にニッケルめっきされた鋼から作製される。
【００５０】
　圧力解放通気機構３６が存在し、セル内容物を、所定の圧力以下で電気化学セル１０の
内部に実質的に閉じ込めることができるようにする。圧力解放通気機構３６は、例えば、
ボール通気口（ｂａｌｌ　ｖｅｎｔ）又はホイル通気口（ｆｏｉｌ　ｖｅｎｔ）とするこ
とができる。ガスは、温度などの環境条件によってセル内で発生し、特定の場合には、通
常の動作中に化学反応によって発生する。電気化学セル内の圧力が所定の解放圧力と少な
くとも同じ高さに達すると、通気機構３６の一部分が破裂して、セル内の液体又は気体、
或いはそれらの組み合わせの形態の流体が、通気機構３６内に作られた開口部を通して脱
出できるようになる。所定の解放圧力は、セルの化学組成に応じて変化し得る。所定の圧
力は、通常の取り扱い及び使用法又は周囲環境への露出による誤通気を回避する圧力より
高いことが好ましい。例えば、ＦＲ６型リチウム含有電気化学セルにおいて、所定の解放
圧力、例えば、破裂により通気機構３６が開口部を生成する圧力は、室温約２１℃におい
て、約１０．５ｋｇ／ｃｍ2（１５０ｌｂｓ／ｉｎ2）から約１１２．６ｋｇ／ｃｍ2（１
６００ｌｂｓ／ｉｎ2）まで、幾つかの実施形態においては約１４．１ｋｇ／ｃｍ2（２０
０ｌｂｓ／ｉｎ2）から約５６．３ｋｇ／ｃｍ2（８００ｌｂｓ／ｉｎ2）までの範囲にす
ることができる。圧力解放通気機構３６が破裂する圧力は、例えば容器内に開けた穴を通
してセルを加圧することによって決定することができる。ホイル通気口の設計例は、特許
文献１１、特許文献１２、及び特許文献１３に見出すことができ、これらの全てが引用に
より本明細書に組み入れられる。
【００５１】
　図１に示した通気機構３６はボール通気口である。ボール通気口７０は、半径方向密封
部分、中央通気井戸７４、及び通気ボール７６によって密封される通気孔７５を含む。通
気ブッシング７８は、上記のガスケットに適すると説明されたものと類似の熱可塑性材料
から作製することができる。通気ブッシング７８は、通気井戸７４の垂直壁及び通気ボー
ル７６の外周の十分な圧縮率を可能にして通常（即ち、非酷使）条件下で気密シールを維
持する。セルの内圧が所定のレベルを超えたとき、通気ボール７６又はボール７６及びブ
ッシング７８の両方が孔７５から押し出されて、セル１０から加圧流体が放出される。
【００５２】
　通気密封部分７２は、Ｕ型壁（「ロールバック・カバー」とも呼ばれる）７９を有する
外周で終わる。上述したように、ロールバック・カバー７９はガスケット４０と係合する
。外周壁７９の構成は、電解質移動障壁の形成を助け、ばねのような特性を有し、隣接す
る側壁又は容器１４と共にシール部材４０に半径方向圧縮をもたらすのを助ける。電気化
学セルは、通気機構３６に、より具体的には半径方向密封部分７２及びロールバック・カ
バー７９のうちの１つ又は両方に電気的に接続される導電性接触部材５０を含むことがで
きる。従って、通気機構のこれらの部分は導電性でなければならない。容器１４、シール
部材４０及び通気機構３６は協働して電極アセンブリ６０及び電解質を容器１２の下部内
に保持する。
【００５３】
　通気ボール７６は、セル内容物と接触した状態で安定であり、所望のセル密封及び通気
特性をもたらす任意の適切な材料から作製することができる。ガラス又は例えばステンレ
ス鋼などの金属を用いることができる。通気ボールは高度に球形であり、１０倍の拡大で
見える溝、スクラッチ又は穴などの欠陥がない滑らかな表面仕上げを有する必要がある。
望ましい球形度及び表面仕上げは部分的にボール直径によって決まる。
【００５４】
　特に、図２に示される構成は、積層高さ及びセル高さのばらつきを最小にするように、
端子カバーの高さをビードに対して配置するものである。これにより、ＰＴＣデバイスへ
の圧縮のばらつきが最小になる。この構成はまた、２つの区域内の圧縮シール部材、１つ
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の隣接する内側カバー７２及び第２の隣接する端子カバー３２を有することにより、シー
ル部材の内面の周りの蒸気の通過のための比較的長い通路ももたらす。
【００５５】
　通気機構３６を含み、具体的にはホイル通気口である本発明のさらに別の実施形態を図
３に示す。本発明に用いられるホイル通気口という用語は、１つ又はそれ以上の層を有す
る通気構成を指し、例えば、２つ又はそれ以上の異なる層を有し、ホイル通気口の一部分
が、少なくとも所定量の圧力を受けることに応答して破裂するラミネート・ホイル通気口
を含む。図３に示す通気機構３６は、セル内部、即ち電極アセンブリを収容する区画から
所定の圧力を受けると破裂するように適合された中央領域を有する、ラミネート型のホイ
ル通気口である。
【００５６】
　図３に示すように、電気的接触部材３８は、一方の側がＰＴＣデバイス３４を介して導
電性接触端子３２に、そして反対の側（図示せず）が電極アセンブリ６０に、電気的に接
続される、通気機構３６の別個の構成要素と見なすことができる。最終的に接触部材３８
は、ガスケット４０（及び、具体的には内側壁及び座部）、通気機構３６及び端子カバー
３２に適合する形状を有する。図３に示す「横向きＪ」形状は１つの好ましい実施形態で
あり、ここでは部材３８の上端部が実質的に半径方向面に平行に配置されてＰＴＣ３４と
の接触表面積を最大にし（それ故に抵抗を減らす）、同時に部材３８のタブ又は下部脚部
３９が、容器１４の内部に軸方向及び半径方向の両方に延びて電極の一つ（典型的には正
電極）との電気的接触を確立する。例えば、正電極６４の電流コレクタは、正電極物質及
びセパレータ６６を超えて延びる、例えば、銅、アルミニウム又は他の金属のホイル若し
くはメッシュなどの導電性基材とすることができる。次に、この基材の上に電気化学的活
性な正電極物質が被覆される。
【００５７】
　接触部材３８及び５０が用いられる場合、それらは、好ましくはばねのような特性を有
する１つ又はそれ以上の導電性材料から作製することができるが、所望の構成要素との十
分な電気的接触状態を作り、維持する任意の構成要素を用いることができる。これらの部
材３８、５０は、簡単に電極アセンブリ６０との圧力接触を維持することができ、又はそ
れらは、溶接、接着又は他の方法により、アセンブリ６０との固定接続を形成することが
できる。
【００５８】
　組み立て中に端部アセンブリ３０が容器１４内部に配置されると、電流コレクタは、上
記のように弾力があり及び／又は力に対する抵抗力のある接触部材３８のタブ３９に対し
て付勢される。タブ３９のこの特性は、接触部材３８と電流コレクタとの間の接触を維持
する助けとなる。随意的に、タブ３９は電流コレクタに溶接し、ばね力を介して、又は、
例えばタブ３９及び電流コレクタの両方に溶接することができる狭い金属ストリップ又は
ワイヤのような中継リード線を使用して、接触を維持することができる。溶接接続は、特
に比較的過酷な取り扱い、保存及び使用条件の下で、多くの場合信頼度がより高いもので
あり得るが、加圧接続は、付加的な組み立て操作及び機器を必要としない。
【００５９】
　図３に示すように、通気機構３６は接触部材３８の外周フランジによって定められる開
口部内に配置される。より具体的には、通気機構３６の外周は、接触部材３８の外周フラ
ンジの折り畳まれた端部によって固定される。通気機構３６と接触部材３８との間のシー
ルは、界面における緊密な加圧接触の結果としてもたらすことができ、これは、幾つかの
実施形態においては、通気機構３６の外周部分の軸方向圧縮により強化することができる
。随意的に、接着剤又は密封剤を所望の界面に塗布して、通気機構３６を接触部材３８に
接続し、所望のシールを形成することができる。セルの組み立て中、容器１４の圧着又は
閉鎖中に生じる主軸方向圧縮力もまた、通気機構３６及び接触部材３８の外周部分に加わ
る。
【００６０】
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　図５は、通気機構３６のようなホイル通気口の使用への特定の適用可能性を有する、本
発明のさらに別の実施形態を示す。ここで、リテーナ・キャップ８８を用いて、ホイル通
気口（一般的に通気機構３６として設計された）及び接触部材３８を挟むサブアセンブリ
が形成される。従って、リテーナ８８は、ガスケット４０の座部４７と係合する。リテー
ナ８８は、接触部材３８とＰＴＣデバイス３４との間の電気路中に配置される導電性材料
を含むように形成される。そのようなリテーナの使用により製造プロセスが簡単になり得
る。
【００６１】
　図３に示す圧力解放ホイル通気機構３６は、金属、ポリマー、又はそれらの混合物の組
成の少なくとも１つの層を含む。圧力解放ホイル通気機構３６は、異なる材料組成の２つ
又はそれ以上の層を含むことも可能である。例えば、圧力解放通気機構３６を図５に示す
ようなリテーナ８８に、又は接触部材３８に接合するために、第１の層とは異なる組成を
有する第２の層を用いることができる。別の例では、第１の層とは異なる組成を有する第
２及び第３の層を用いて、圧力解放通気機構３６をリテーナ８８及び接触部材３８の両方
に接合することができる。また、２つ又はそれ以上の組成物を有する複数の層を用いて、
圧力解放通気機構３６の性能特性、例えば、強度及び可撓性を調整することができる。理
想的には、電解質との適合性、蒸気透過を防ぐ機能、及び／又は端部アセンブリ内の通気
機構３６の密封特性を向上させる機能に基づいて、別々の層が設けられる。例えば、圧力
、超音波及び／又は熱によって活性化される接着剤、例えば、ポリマー又は本明細書で開
示される要素と適合する接着剤分野における他のいずれかの周知の材料を通気機構３６の
層として設けて通気部材を端部アセンブリ内に接合することができる。
【００６２】
　圧力解放ホイル通気機構３６内での使用に適した組成物は、これらに限定されるもので
はないが、アルミニウム、銅、ニッケル、ステンレス鋼及びそれらの合金などの金属、並
びに、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブチレンテレフタラート（ＰＢＴ）、ポリエ
チレンテレフタラート（ＰＥＴ）、エチレンアクリル酸、エチレンメタクリル酸、ポリエ
チレンメタクリル酸、及びそれらの混合物などのポリマー材料を含むことができる。圧力
解放通気機構３６の組成物はまた、金属で補強されたポリマー、並びに、金属又はポリマ
ー、或いはその両方の単一層又は複数層ラミネートを含むこともできる。例えば、単一層
は、水、二酸化炭素及び電解質を実質的に浸透させない金属ホイル、好ましくはアルミホ
イルとすることができ、或いは、例えば、ＳｉＯx又はＡｌ2Ｏxなどの蒸気透過を防ぐ酸
化物材料の層で被覆されたポリマーの非金属膜とすることができる。圧力解放通気機構３
６は、例えばポリウレタンなどの接触接合接着材料、或いは、例えば低密度ポリオレフィ
ンなどの、熱、圧力及び／又は超音波により活性化される材料を含む接着層をさらに含む
ことができる。代替的に、これらの又は他の接着剤若しくは密封剤を、圧力解放通気部材
の一部分（例えば、接触部材３８、リテーナ８８、又はその両方と接触することになる外
周）に別々に塗布して、コレクタ・アセンブリ内のシールを強化することができる。好ま
しい積層通気構造は、配向ポリプロピレン、ポリエチレン、アルミニウムホイル及び低密
度ポリエチレンからなる４つの層を有することになる。
【００６３】
　組成に関わりなく、圧力解放通気機構３６はセル１０内に含まれる電解質に対して化学
的耐性である必要があり、そして低い蒸気透過速度（ＶＴＲ）を有して広範囲の周囲温度
にわたりセル１０に対して低速の重量損失をもたらす必要がある。例えば、圧力解放通気
機構３６が蒸気透過を起こさない金属である場合、圧力解放通気機構３６の厚さを通して
のＶＴＲは実質的にゼロである。しかしながら、圧力解放通気機構３６は、例えば接着又
は弾性層として機能して圧力解放通気機構３６と別のセル構成要素、好ましくは接触部材
３８との間の所望のシールを達成することができる、例えばポリマー材料などの少なくと
も１つの蒸気透過性材料の層を含むことができる。
【００６４】
　所定の解放圧力、即ち、圧力解放通気機構３６を意図的に破裂させる圧力は、その物理
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的特性（例えば強度）、その物理的寸法（例えば厚さ）、並びに、例えば図３に示す接触
部材３８によって定められる開口部の面積及びＰＴＣデバイスによって定められる開口部
の面積のうちのいずれか小さい方の面積の関数である。圧力解放通気機構３６の露出面積
が大きい程、電気化学的電池セル１０の内部ガスによって及ぼされる集合力がより大きい
ことに起因して、所定の解放圧力が低くなる。従って、本発明の原理から逸脱することな
く、これらの変数のいずれかを調節して通気部材を有する端部アセンブリを設計すること
ができる。
【００６５】
　通気機構３６の露出面積に応じて、圧力解放ホイル通気部材の厚さは、約０．２５４ｍ
ｍ（０．０１０インチ）未満とすることができ、幾つかの実施形態においては、約０．０
２５４ｍｍ（０．００１インチ）から約０．１２７ｍｍ（０．００５インチ）までの範囲
とすることができ、さらに他の実施形態においては、厚さは約０．０２５４ｍｍ（０．０
０１インチ）から約０．０５ｍｍ（０．００２インチ）までの範囲とすることができる。
蒸気透過速度（ＶＴＲ）及び所定の解放圧力要件を考慮して、当業者であれば、圧力解放
通気機構３６の組成及び厚さを決定することができる。
【００６６】
　通気機構３６の露出面積に応じて、圧力解放ホイル通気部材の厚さは、約０．２５４ｍ
ｍ（０．０１０インチ）未満とすることができ、幾つかの実施形態においては、約０．０
２５４ｍｍ（０．００１インチ）から約０．１２７ｍｍ（０．００５インチ）までの範囲
とすることができ、さらに他の実施形態においては、厚さは約０．０２５４ｍｍ（０．０
０１インチ）から約０．０５ｍｍ（０．００２インチ）までの範囲とすることができる。
蒸気透過速度（ＶＴＲ）及び所定の解放圧力要件を考慮して、当業者であれば、圧力解放
通気機構３６の組成及び厚さを決定することができる。
【００６７】
　図５に示すように、鋳造した通気口３７を用いることもできる。このような通気口は、
ホイル通気口に関して上述したように、金属、ポリマー、又はそれらの混合物の組成物の
少なくとも１つの層を含み、ここで鋳造通気部材は、セルの所定の内圧に達したときに通
気部材が破裂するのを可能にする薄い破裂可能領域又は切り欠き部３７を有する。
【００６８】
　図４に示すように、鋳造した通気口３７を用いることもできる。このような通気口は、
ホイル通気口に関して上述したように、金属、ポリマー、又はそれらの混合物の組成物の
少なくとも１つの層を含み、ここで鋳造通気部材は、セルの所定の内圧に達したときに通
気部材が破裂するのを可能にする薄い破裂可能領域又は切り欠き部３７を有する。
【００６９】
　図６は、シール部材４０の環状突起部４６から横方向内側に配置されたＰＴＣデバイス
３４を含む、本発明の電気化学セル１０のさらに別の実施形態の部分断面図を示し、ここ
で突起部４６はシール部材４０の変形されていない形状の部分ではなく、シール部材４０
の外径において段部を内向きに押すことによって形成される。突起部４６の上面は、端子
カバー３２の外周部分が配置される上部キャビティ８２の下面又は座部４５（図示されて
いない）を形成する。突起部４６の下面は、通気部材３６の内側カバー７２（ここではロ
ールバック・カバーとして示されるが、リテーナ又は異なる形状のカバーの使用も可能で
ある）の外周部分が配置される下部キャビティ８２上部壁を形成する。示されるように、
突起部は、端子カバー３２及び通気部材３６の内側カバー７２の両方に係合する。ＰＴＣ
デバイス３４は、容器１４の圧着端部２４、シール部材４０の上部フランジ４３、端子カ
バー３２、シール部材突起部８４、通気部材３６の内側カバー７２、下部フランジ４９、
及びビード１６の上部壁１８を含む、端部アセンブリ３０の構成要素の軸方向積層体の横
方向内側に配置される。端部アセンブリ３０の示される構成要素の間の協働により、セル
１０からの電解質の漏れ及びセル１０への水分の浸入を最小にするための望ましいシール
を有するセル１０がもたらされる。ＰＴＣデバイス３４の内端部は、通気部材３６の通気
ブッシング７８の上にある底面を有する。ホイル通気に置き換えられた場合、代わりにＰ
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ＴＣデバイス３４は、部分的に又は完全に接触部材３８及び/又は通気口自体の上に載っ
ている。
【００７０】
　セル１０の端部アセンブリ３０のＰＴＣデバイス３４内に存在する主軸方向圧縮力を回
避するために、ＰＴＣデバイス３４は、シール部材４０の突起部４６の横方向内側に配置
され、これにより突起部４６の一部分が主軸方向圧縮力を受ける。ＰＴＣデバイス３４は
、図１乃至図５に示されるような突起部と接触状態にある、又は図６に示されるような突
起部４６と最小の接触状態にあることができる。ＰＴＣデバイス３４に接触する端子カバ
ー３２の外周部分は、ＰＴＣデバイス３４に加えられる力を制限するばねのように働く湾
曲形状を有する。
【００７１】
　各キャビティ８２は、図１に示されるような実質的に一定の、又は図６に示されるよう
な軸方向長さに沿った１つ又はそれ以上のセクションにおいて可変の半径を有することが
できる。しかしながら、いずれの場合も、変形された状態又は最終的な状態の各キャビテ
ィの最小直径は、依然として突起部４６の直径より大きい。従って、ＰＴＣデバイス３４
の配置に関する本発明の教示は、種々の電気化学セル構成に適合させることができる。
【００７２】
　一実施形態において、予備成形端部アセンブリは、通気部材３６の外周の周りにシール
部材を、随意的には図１乃至図４に示されるような接触部材３８、及び随意的には図５に
示されるようなリテーナ８８をインサート成形することによって提供される。シール部材
内に少なくとも通気機構３６をインサート成形する利点は、通気部材キャビティ８２内に
、通気部材３６又は通気部材３６のようなサブアセンブリ及び接触部材３８を、或いは、
通気部材３６、接触部材３８及びリテーナ８８を配置するために、セルの組み立て中にシ
ール部材を変形させる必要がないことである。インサート成形のさらに別の利点は、シー
ル部材の内面上に比較的深い構造部を有するようにシール部材を形成できることである。
回転式成形又は積層成形などの典型的なインサート成形法を用いることができるが、他の
方法も利用可能である。
【００７３】
　シール部材の成形中、少なくとも通気部材、及び随意的に接触部材及び／又はリテーナ
の外周が、通気部材及び随意的に接触部材の外周の周りに形成されるシール部材の一部分
によりカプセル封入される。インサート成形プロセスの間、挿入物（この場合には、少な
くとも予備成形通気部材及び随意的な接触部材及び／又はリテーナ）は、シール部材を形
成するのに用いられる成形材料の導入の前に、金型内に入れられる。次に、シール部材の
一部分が、通気部材及び／又は接触部材を含む通気部材複合物などの挿入された部品の周
りに成形される。結果として得られる製品は、結合されたシール部材及び通気部材、並び
に随意的に接触部材又は接触部材及びリテーナを含む、シール部材／通気部材の複合物を
備えた予備成形密封アセンブリである。この配置において、挿入物は、プラスチック製ガ
スケットを適切に成形するのに必要な金型及び溶融温度に耐えることができなければなら
ない。
【００７４】
　負電極６２は、電気化学的活性物質のストリップを含む。好ましい実施形態においては
、リチウムホイルと呼ばれることもあるリチウム金属が用いられる。リチウムの組成は変
化し得るが、電池等級のリチウムの純度は常に高い。リチウムはアルミニウムなどの他の
金属との合金にして所望のセルの電気的性能をもたらすことができる。０．５重量パーセ
ントのアルミニウムを含む電池等級のリチウム・アルミニウムホイルは、米国ノースカロ
ライナ州キングスマウンテン所在のＣｈｅｍｅｔａｌｌ　Ｆｏｏｔｅ　Ｃｏｒｐ．，社か
ら入手可能である。典型的には、以下でカソード物質に関して説明されるプロセスに類似
した方法で電流コレクタの上に被覆される、実際には任意の介在可能な（ｉｎｔｅｒｃａ
ｌａｂｌｅ）リチウム含有組成物を含む、付加的な又は代替的な負電極物質も可能である
。
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【００７５】
　負電極は、幾つかの実施形態においては、金属リチウム内又はその表面上に非消耗電流
コレクタを有することができる。負電極が非消耗電流コレクタを含むとき、それは、セル
内部で安定である限り、銅、ニッケル又は他の導電性金属又は合金製とすることができる
。
【００７６】
　負電極は、別個の電流コレクタがなく、ホイルだけが電流コレクタとして機能するよう
にすることができる。これは、リチウム、及び比較的高い導電率の合金であるためにリチ
ウム合金で実現可能である。電流コレクタを使用しないことにより、容器内で、他の活性
材料などの他の構成要素のためのより大きな空間が利用可能となる。負電極電流コレクタ
のないセルを提供することにより、セルのコストを下げることもできる。
【００７７】
　電気リード線がアノード又は負電極をセル容器に接続することが好ましい。これはリー
ド線の一端を負電極の一部分の中に埋め込むこと、又は単にリード線の一端などの部分を
リチウムホイルの表面の上に押し付けることによって達成することができる。リチウム又
はリチウム合金は粘着性を有するので、一般に、リード線と電極の間の、少なくとも僅か
な十分な圧力又は接着により、構成要素が互いに溶着されることになる。１つの好ましい
実施形態において、負電極には、ゼリーロール構成に巻かれる前に、リード線が設けられ
る。例えば、製造中、リード線が所望の位置で電極の表面上に溶接されるリード線接続ス
テーションに、リチウム又はリチウム合金からなる少なくとも１つの負電極を含む帯が設
けられる。次に、タブ付きの電極を処理し、電極に接続されないリード線の自由端を成形
するように、所望であれば、リード線を鋳造する。その後、負電極を、正電極及びセパレ
ータなどの電極アセンブリの残りの所望の構成要素と組み合せて、ゼリーロール構成に巻
く。巻き操作を行った後、セル容器内に挿入する前に所望の構成に曲げることによって、
負電極リード線の自由端をさらに処理することが好ましい。
【００７８】
　導電性の負電極リード線は、リード線を通して電流の十分な移送を可能にし、セルの耐
用寿命に与える影響を最小にするか又は全く与えないように、十分に低い抵抗を有する。
望ましい抵抗値は、タブの幅及び厚さを増すことによって達成することができる。
【００７９】
　正電極６４は、一般に、電流コレクタと、通常は粒子状の１つ又はそれ以上の電気化学
的活性物質を含んだ混合物とを含むストリップの形態である。二硫化鉄（ＦｅＳ2）が、
一次電池用途のための好ましい活性物質である。正電極には、セルの所望の電気的及び放
電特性に応じて、１つ又はそれ以上の付加的な活性物質を含めることができる。そのよう
な正電極物質には、Ｂｉ2Ｏ3、Ｃ2Ｆ、ＣＦx、（ＣＦ）n、ＣｏＳ2、ＣｕＯ、ＣｕＳ、Ｆ
ｅＳ、ＦｅＣｕＳ2、ＭｎＯ2、Ｐｂ2Ｂｉ2Ｏ5及びＳが含まれる。より好ましくは、Ｌｉ
／ＦｅＳ2セルの正電極用の活性物質は、金属ホイル電流コレクタ上に被覆された少なく
とも９５重量パーセントのＦｅＳ2を含む。少なくとも９５重量パーセントの純度レベル
を有するＦｅＳ2は、オーストリア国ウィーン所在のＣｈｅｍｅｔａｌｌ　ＧｍｂＨｓ社
、米国マサチューセッツ州ノースグラフトン所在のＷａｓｈｉｎｇｔｏｎ　Ｍｉｌｌｓ社
、及び米国バージニア州ディルウィン所在のＫｙａｎｉｔｅ　Ｍｉｎｉｎｇ　Ｃｏｒｐ．
，社から入手可能である。代替的に、二次システムと適合する任意の数の物質を用いるこ
ともできる。
【００８０】
　典型的には、正電極及び／又は負電極の混合物は、他の材料を含むことができる。結合
剤は一般に、粒子状材料を一緒に保持して混合物を電流コレクタに接着するのに用いられ
る。金属、グラファイト及びカーボンブラックの粉末のような１つ又はそれ以上の導電性
材料を添加して、混合物に改善された導電性を与えることができる。用いられる導電性材
料の量は、活性物質及び結合剤の導電率、電流コレクタ上の混合物の厚さ、及び電流コレ
クタ設計などの要因によって決まり得る。同様に少量の種々の添加剤を用いて、正電極の
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製造及びセル性能を向上させることもできる。ＬｉＦｅＳ2セル用の好ましいカソード配
合物は、２００８年１０月１２日出願の米国特許出願第１２／２５３，５１６号及び特許
文献１４に見出すことができ、これらの両方は引用により本明細書に組み入れられる。
【００８１】
　電流コレクタは、正電極表面内に配置するか又は埋め込むことができ、又は正電極混合
物を薄い金属ストリップの片面又は両面に被覆することができる。アルミニウムが、一般
的に用いられる材料である。電流コレクタは、正電極混合物を含む正電極の部分を超えて
延びることができる。電流コレクタのこの延長部分は、正端子に接続される電気リード線
と接触するのに都合の良い領域をもたらすことができる。電流コレクタの延長部分の容積
を最小に保持して、活性物質及び電解質のために使用できるセルの内容積を大きくするこ
とが望ましい。
【００８２】
　正電極を作製する好ましい方法は、溶媒（例えばトリクロロエチレン）中の活性物質混
合材料のスラリを、アルミホイルのシートの両面にロール塗布し、被膜を乾燥させて溶媒
を除去し、被覆ホイルをカレンダー仕上げして被膜を圧縮し、被覆ホイルを所望の幅に切
り、切られた正電極材料のストリップを切断して所望の長さにする。小粒径の正電極材料
を用いてセパレータに穴をあける危険性を最小にすることが望ましい。
【００８３】
　セパレータ６６は、イオン透過性且つ非導電性である薄い微孔質膜である。このセパレ
ータ６６は、少なくとも幾らかの電解質をセパレータの気孔の中に保持することができる
。セパレータは、負電極と正電極の隣接する表面間に配置され、電極を互いに電気的に絶
縁する。セパレータの部分はまた、セル端子と電気的に接触している他の構成要素も絶縁
して内部短絡を防ぐことができる。セパレータの縁部は、少なくとも１つの電極の縁部を
超えて延びることが多く、負電極及び正電極が互いに完全に位置合わせされる場合でさえ
、電気的に接触しないことを確実にする。しかしながら、電極を超えて延びるセパレータ
の量は最小にすることが望ましい。
【００８４】
　優れた高電力放電性能をもたらすには、セパレータが、引用により本明細書に組み入れ
られる１９９４年３月１日発行の特許文献１５に開示された特性（少なくとも０．００５
μｍの最小寸法及び直径が５μｍを超えない最大寸法を有する孔、３０乃至７０パーセン
トの範囲の多孔率、２乃至１５オーム・ｃｍ2の面積比抵抗、及び２．５未満の屈曲度）
を有することが望ましい。
【００８５】
　適切なセパレータ材料はまた、セル製造プロセス、並びに、セル放電中にセパレータに
加えられ得る圧力に耐えて、内部短絡を生じる可能性がある裂け、割れ、穴、又は他の空
隙を発現しないように、十分に強いことが必要である。セル内の全セパレータ容積を最小
にするには、セパレータは、可能な限り薄く、好ましくは２５μｍ厚未満に、より好まし
くは、２０μｍ又は１６μｍなど２２μｍ厚を超えないようにすべきである。高い引張応
力が望ましく、平方センチメートル当たり、好ましくは少なくとも８００重量キログラム
（ｋｇｆ／ｃｍ2）、より好ましくは少なくとも１０００重量キログラム（ｋｇｆ／ｃｍ2

）である。ＦＲ６型セルについては、好ましい引張応力は、機械方向において少なくとも
１５００ｋｇｆ／ｃｍ2、及び横方向において少なくとも１２００ｋｇｆ／ｃｍ2であり、
ＦＲ０３型セルについては、好ましい引張強度は、機械方向及び横方向において、それぞ
れ１３００ｋｇｆ／ｃｍ2及び１０００ｋｇｆ／ｃｍ2である。好ましくは平均絶縁破壊電
圧は、少なくとも２０００ボルト、より好ましくは少なくとも２２００ボルト、及び最も
好ましくは少なくとも２４００ボルトとなる。好ましい最大有効孔径は、０．０８μｍか
ら０．４０μｍまで、より好ましくは０．２０μｍ未満である。好ましくは、ＢＥＴ比表
面積は、４０ｍ2／ｇ未満であり、より好ましくは少なくとも１５ｍ2／ｇであり、最も好
ましくは少なくとも２５ｍ2／ｇである。好ましくは、面積比抵抗は、４．３オーム・ｃ
ｍ2未満であり、より好ましくは４．０オーム・ｃｍ2未満であり、最も好ましくは３．５
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オーム・ｃｍ2未満である。これらの特性は、引用により本明細書に組み入れられる特許
文献１６により詳細に記載されている。
【００８６】
　リチウム一次電池及び二次電池に使用されるセパレータ膜は多くの場合、ポリプロピレ
ン、ポリエチレン、又は超高分子量ポリエチレンから作られたポリマー・セパレータであ
り、ポリエチレン製が好ましい。セパレータは、単一層の２軸延伸微孔質膜とすることが
でき、或いは２つ又はそれ以上の層を互いに貼り付けて直交方向に所望の引張強度をもた
らすことができる。単一層は、コストを最小にするために好ましい。適切な単一層の２軸
延伸ポリエチレン微孔質セパレータは、米国ニューヨーク州マケドニア所在のＥＸＸＯＮ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｃｏ．，社から入手可能である。Ｓｅｔｅｌａ　Ｆ
２０ＤＨＩ等級のセパレータは２０μｍの公称厚さを有し、ＳｅＴｅｌａ　１６ＭＭＳ等
級は１６μｍの公称厚さを有する。
【００８７】
　負電極、正電極及びセパレータのストリップは、電極アセンブリ内で互いに結合される
。電極アセンブリは、図１に示すような螺旋状に巻かれた設計にすることができ、マンド
レルの周りに、正電極、セパレータ、負電極及びセパレータの交互するストリップを巻き
付け、巻き付けが完了したときに電極アセンブリからマンドレルを引き抜くことにより、
作製することができる。セパレータの少なくとも１つの層及び／又は電気的絶縁膜（例え
ば、ポリプロピレン）の少なくとも１つの層は、一般に電極アセンブリの外側に巻き付け
られる。これは多くの目的を果たす、即ち、アセンブリを互いに保持するのを助け、これ
を用いて、アセンブリの幅又は直径を所望の寸法に調節することができる。セパレータ又
は他の外膜層の最外端部は、接着テープ片を用いて又はヒートシールによって押え付ける
ことができる。図１に示すように負電極を最外電極とすることができ、又は正電極を最外
電極とすることができる。どちらかの電極をセル容器と電気的に接触させることができる
が、最外電極が、缶と電気的に接触するように意図された電極と同じであるとき、最外電
極とセル容器の側壁との間の内部短絡を回避することができる。
【００８８】
　本発明の１つ又はそれ以上の実施形態において、電極アセンブリが、改良された働き及
び負電極の電気化学的活性物質のより効果的な使用のために、電気化学的活性物質が上に
選択的に堆積された正電極を有するように形成される。正電極上に電気化学的活性物質を
選択的に堆積させる配置の非限定的な例は、引用により完全に本明細書に組み入れられる
特許文献１７及び特許文献１８に記載されている。
【００８９】
　螺旋状に巻くのではなく、電極及びセパレータのストリップを互いに折り畳むことによ
って、電極アセンブリを形成することができる。ストリップはその長さに沿って位置合わ
せし、アコーディオンのように折り畳むことができ、或いは、負電極及び１つの電極スト
リップを、正電極及び別の電極ストリップに対して垂直に置き、他のものと交差する（直
角に配向される）ように電極を交互に折り畳むことができ、どちらの場合にも、負電極層
と正電極層の交互の積層体が形成される。
【００９０】
　電極アセンブリはハウジング容器内に挿入される。螺旋状に巻かれた電極アセンブリの
場合、円筒形容器内であるか又は角柱型容器内であるかに関わらず、電極の主表面は容器
の側壁と垂直となる（換言すれば、電極アセンブリの中央コアは、セルの長手方向軸と平
行となる）。折り畳み電極アセンブリは、典型的には、角柱型セル内に用いられる。アコ
ーディオン様折り畳み電極アセンブリの場合、アセンブリは、電極層の積層体の両端の平
坦な電極表面が、容器の両側に隣接するように配向される。これらの構成において、負電
極の主表面の全面積の大部分は、正電極の主表面の全面積の大部分にセパレータを介して
隣接し、電極主表面の最外部分は容器の側壁に隣接する。このように、負電極及び正電極
の組み合わせた厚さの増加による電極アセンブリの膨張は、容器の側壁によって制約され
る。
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【００９１】
　不純物として微少量だけ水を含む（例えば、用いられる電解質塩に依存して、重量で１
００万分の約５００部（ｐａｒｔｓ　ｐｅｒ　ｍｉｌｌｉｏｎ　ｂｙ　ｗｅｉｇｈｔ）を
超えない）非水電解質が、本発明の好ましい電気化学セル内に用いられる。アルカリ溶液
、非水有機電解質及び固体ポリマー電解質を含む任意の適切な電解質を用いることができ
る。１つ又は複数の有機溶媒を用いる場合、適切な塩の例としては、臭化リチウム、過塩
素酸リチウム、ヘキサフルオロリン酸リチウム、ヘキサフルオロリン酸カリウム、ヘキサ
フルオロヒ酸リチウム、トリフルオロメタンスルホン酸リチウム及びヨウ化リチウムが挙
げられる。また適切な有機溶媒には、炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、炭酸メチルエチル、
炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸１,２－ブチレン、炭酸２,３－ブチレン、ギ酸メチ
ル、γ－ブチロラクトン、スルホラン、アセトニトリル、３，５－ジメチルイソオキサゾ
ール、ｎ，ｎ－ジメチルホルムアミド及びエーテルのうちの１つ又はそれ以上が含まれる
。塩／溶媒の組み合わせが、所望の温度範囲にわたってセルの放電要件を満たすのに十分
な電解質及び導電率をもたらすことになる。エーテルは、その一般的に低い粘度、良好な
濡れ性、良好な低温放電性能及び良好な高速放電性能の故に、多くの場合望ましい。この
ことは、エーテルが、ＭｎＯ2正電極の場合よりもより安定であるので高レベルのエーテ
ルを使用できることから、特にＬｉ／ＦｅＳ2セルに当てはまる。適切なエーテルには、
これらに限定されるものではないが、１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエ
タン、ジ（メトキシエチル）エーテル、トリグリム、テトラグリム及びジエチルエーテル
などの非環式エーテル、並びに、１，３－ジオキサン、テトラヒドロフラン、２－メチル
テトラヒドロフラン及び３－メチル－２－オキサゾリジノンなどの環式エーテルが含まれ
る。
【００９２】
　本発明の電気化学セルの組立て方法は、電極アセンブリ及び好ましくはコーンのような
絶縁部材をセル容器に挿入するステップを含む。初期のビードが、容器の側壁内に形成さ
れる。一実施形態において、ビードは、缶をその軸の周りに回転させながら、成形輪を、
ビードを形成するのが望ましい領域内の容器の側壁に対して押し付けることによって形成
される。ホイル通気口が用いられる場合、端部アセンブリを容器内に挿入する前に、電解
質が容器内に計量供給される。代替的に、ボール通気口が端部アセンブリ内に用いられる
場合、ボール通気口のボールでセルを内部密封する前に、電解質を添加することができる
。締り嵌めによって一緒に保持することができる端部アセンブリの外周部分は、形成され
た初期ビードの上部壁上に据え付けられる。セルを閉鎖する操作は、再絞り又はコレット
プロセスにより上部側壁の直径を縮小するステップを含むことができる。直径縮小の後、
容器の上端部をも内側に折り畳んで圧着端部を形成し、軸方向力がビードと圧着端部との
間に加えられる。容器の上端部を圧着する間、少なくとも上部側壁において半径方向の圧
縮が維持されることが好ましい。
【００９３】
　セル形成及び閉鎖プロセスの幾つかの実施形態の結果を図面に示すが、本発明の他の実
施形態と整合する他のプロセスも可能である。部品の形状及び閉鎖プロセスは、シール部
材と容器、シール部材とＰＴＣデバイス、及びシール部材と通気部材の外径との間の所望
の界面が全て確立され、電池の耐用年数全体を通して維持されることを保証するものでな
ければならない。
【００９４】
　上記の説明は、特にＦＲ６型及びＦＲ０３型（スィス国ジュネーブの国際電気標準会議
（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｅｌｅｃｔｏｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｃｏｍｍｉｓｉｏｎ
）によって刊行された国際標準ＩＥＣ６００８６－１及びＩＥＣ６００８６－２内で定め
られた）などの円筒形Ｌｉ／ＦｅＳ2セルに関するものである。しかしながら、他の実施
形態を他のセルのサイズ、形状及び化学に適応させることができる。例えば、他の電極ア
センブリの形状、ハウジング構造、端部アセンブリ、圧力解放通気口、閉鎖プロセスなど
を、二重壁ガスケットと組み合わせて実装することができる。他のセルの化学は、例えば
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、Ｌｉ／ＳＯ2、Ｌｉ／ＡｇＣｌ、Ｌｉ／Ｖ2Ｏ5、Ｌｉ／ＭｎＯ2、Ｌｉ／Ｂｉ2Ｏ3などの
、１．５又はそれ以上の公称ボルト数を有する一次又は再充電可能円筒形セルを含むこと
ができ、「リチウム－イオン」システムに共通する種々のリチウム混合物、ニッケル金属
水素化物、アルカリ性ベース及び他の類似の化学物質を用いることができる。
【００９５】
　電極アセンブリの構成も変化させ得る。例えば、上述のような螺旋状に巻かれた電極、
折り畳み電極、又はストリップ（例えば、平坦な）の積層体などを有することができる。
また、上述の実施形態は単一のＰＴＣの使用を説明するが、本発明に従って任意の数のＰ
ＴＣを収容することができる。
【００９６】
　上記を鑑みて、以下の特徴：
　・閉鎖底端部、側壁及び開放端を有する円筒形容器、
　・容器内に配置された電極アセンブリ及び電解質、
　・開放端内に配置され、通気アセンブリ、カバー及びＰＴＣデバイスを有する端部アセ
ンブリ、
　・容器と端部アセンブリとの間に配置され、ガスケットの内周の少なくとも一部分に沿
って形成された半径方向突起部を有する環状ガスケット、
　・カバーの一部分及び通気アセンブリの一部分は、半径方向突起部の両側でガスケット
と圧縮シールを形成する、
　・半径方向突起部は、ＰＴＣデバイスの軸方向高さと少なくとも等しい軸方向高さを有
し、かつ、ＰＴＣデバイスの周りに同心円状に適合する、
　・容器の開放端の端子縁部はガスケットの上に圧着される、
　・ガスケットはＥ形状又はＦ形状を有する、
　・突起部の軸方向高さはＰＴＣデバイスの軸方向高さより高い、
　・半径方向突起部はガスケットの内径の全てに沿って連続的に延びる、
　・通気アセンブリはロールバック・カバーを含む、
　・ガスケットとロールバック・カバーとの間のシールは、半径方向及び軸方向の圧縮力
を加える、
　・半径方向突起部は環状溝を含む、
　・環状溝はカバーの一部分又は通気アセンブリの一部分を収容する、
　・通気アセンブリは、接触部材及びホイル通気口を受けるリテーナを含む、
　・リテーナは、接触部材とＰＴＣデバイスとの間の電気的接触を維持する、
　・容器は開放端の近くに環状ビードを含む、
　・環状ビード及び圧着された端子縁部は主軸方向圧縮をもたらし、ＰＴＣデバイスは主
軸方向圧縮にさらされない、及び/又は、
　・ガスケットは通気アセンブリの周りにインサート成形される、
のいずれかの組み合わせを含む電気化学セルが考えられる。
【００９７】
　また、次の特徴：即ち、
　・閉鎖底端部、ビード付き側壁及び開放端を有する円筒形容器、
　・容器内に配置された電極アセンブリ及び電解質、
　・開放端内に配置され、通気アセンブリ、カバー及びＰＴＣデバイスを有する端部アセ
ンブリ、
　・容器と端部アセンブリとの間に配置され、突起部の真上及び真下のガスケットの部分
より小さい内径を有する内側半径方向突起部を有する環状ガスケット、
　・容器の開放端はガスケット及びカバーの上に圧着されて主軸方向圧縮力を生成する、
　・半径方向突起部はＰＴＣデバイスに係合して、該ＰＴＣデバイスが主軸方向圧縮力に
さらされるのを防止する、
　・端部アセンブリは、通気アセンブリの一部分及び接触部材の一部分を受けるリテーナ
をさらに含む、
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　・接触部材はばねである、及び/又は、
　・半径方向突起部はガスケットの内径の全てに沿って連続的に延びる、
のうちの１つ又はそれ以上を含む電気化学セルが考えられる。
【００９８】
　最後に、次のステップ：即ち、
　・開放端を有する円筒形容器を準備するステップ、
　・容器内に電極アセンブリ及び電解質を配置するステップ、
　・容器の開放端内に環状ビードを形成するステップ、
　・ガスケットの側壁に沿って配置された半径方向内側突起部を有するガスケット内に、
ＰＴＣデバイスを有する通気アセンブリ及びカバーを同心円状に配置し、通気アセンブリ
及びカバーは半径方向内側突起部の両側で圧縮するようにガスケットの側壁に接触するス
テップ、
　・環状ビードに近い容器の開放端内に環状ガスケットを据え付けるステップ、
　・容器の開放端をフランジの一部分の上に圧着して、（ｉ）環状ビード、ガスケットの
フランジ及びカバーの全てが協働して主軸方向圧縮力を生成し、（ｉｉ）半径方向突起部
がＰＴＣデバイスと協働して、主軸方向圧縮力が該ＰＴＣデバイスに加えられるのを防止
するステップ、
　・カバーは、半径方向突起部の上方の円筒形容器の内側側壁にかかる半径方向圧縮力を
生成するように配置される、
　・通気アセンブリは、ガスケット及び円筒形容器の内側内壁にかかる半径方向圧縮力を
生成するように配置される、
　・半径方向圧縮力は、通気アセンブリ内に設けられるロールバック・カバーにより半径
方向突起部の下方に加えられる、及び/又は、
　・通気アセンブリは、ガスケットを通気アセンブリの周りにインサート成形することに
よりガスケット内に配置される、
のいずれかの組み合わせによって特徴付けられる、円筒形電気化学セルを密封する方法が
考えられる。
【００９９】
　開示された概念の精神から逸脱することなく、種々の変更及び改良をなし得ることが、
本発明の実施者及び当業者には理解されるであろう。与えられる保護の範囲は、特許請求
の範囲により、及び法が許容する解釈の幅により決定される。
【符号の説明】
【０１００】
１、１０：電気化学セル
２：カバー
３：缶
４、３４：ＰＴＣデバイス
６、４０：ガスケット（シール部材）
８：接触アセンブリ
１２：ハウジング
１４：容器
１６：ビード
１８：上部壁
２０：下部壁
２４：圧着端部
３０：端部アセンブリ
３２：端子カバー（接触端子）
３３、７５：通気孔
３６：通気機構
３７：鋳造した通気口
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３８、５０：接触部材
３９：タブ
４１、４４：内側側壁部分
４２：外側側壁
４３：上部フランジ
４５、４７：座部
４６：突起部
４９：下部フランジ
５０：接触部材
６０：電極アセンブリ
６２：負電極（アノード）
６４：正電極（カソード）
６６：セパレータ
７２：内側カバー
７４：通気井戸
７６：通気ボール
７８：通気ブッシング
７９：ロールバック・カバー
８２：キャビティ
８８：リテーナ

【図１】

【図２】

【図３】
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